
（その 1) 解散
. 10. 3 I 
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1政治
り団
ヽ
~
体

カ な）

の 名 称

2 主たる事務所の所在地

きんしのかい

金鶏の会

ヽ

収 支

静岡県磐田市見付5738-13

報 告 書

、ノ
◎ ゜ ゜

令和6年分
開催分）

政

政

政

ロ
ロ
ロ

党 の

資金
支団

政治団体 の区分

党 □政治資金規正法第18条の 2第 1項

部 の規定による政治団体

体 回その他の政治団体

□その他 の政治 団体の支部

3 代 表 者 の 氏 名
✓ 

活動区域 の区分

2以上の都道府県の区域等 □同一の都道府県の区域内

4 会 計 責 任 者 の 氏 名

（姓）

宮澤

（姓）

宮澤

（名）

博行

（名）

博行

事 務 担 当 者 の 氏 名

（姓）

田代

090-25241325 （電話）

（電話）

（電話）

（名）

百合子

資金管理団体の指定の有無

口有

回無
公職の種類

（現職・候補者の別）

資金管理団体の届 （姓） （名）

出をした者の氏名

資金管理団体の指定の期間

国会議員関係政治団体の区分

回政治資金規正法第19条の 7第 1項

第 1号に係る国会議員関係政治団体

回政治資金規正法第19条の 7第 1項

第 2号に係る国会議員関係政治団体

公職の候補者（姓） （名）

の 氏 名宮澤 博行

公職の種類衆議院議員

（現職・候補者の別） （候補者等）

公職の候補者（姓） （名）

の氏名 (2人目）

公職の種類

（現職・候補者の別）

公職の候補者（姓） （名）
の氏名（ 3人目）

公職の種類

（現職・候補者の別）

から

まで
（※複数の期問がある場合2つめ以降の期間）

国会識員関係政治団体に関する
特例の適用期間

から

まで
（※複数の期間がある場合2つめ以降の期間）

ここ］



（その 2) 咬支の状況J
1 収支の総括表

収 入 総 額 6,996,994 
（前年からの繰越額） 6,966,963 
（ 本 年 の 収 入 額 ） 30.031 

支 出 総 額 6,996,994 
翌年への繰越額

゜2 収入項目別金額の内訳

(1)個人の負担する党費又は会費

金 額

゜員 数（党費又は会費を納入した人の数）

゜(2)寄附

ア寄附（イを除く。）の区分 金 額 備 考

（ ア ） 個 人 か ら の 寄 附 30,031 
（う ち特定寄附）

゜（イ）法人その他の団体からの寄附

゜（ウ）政治団体からの寄附

゜小 計 （ア） ＋ （イ） ＋ （ウ） 30,031 
（寄附のうち寄附のあっせんによるもの）

゜イ政党匿名寄附

゜合 計 （ ア ＋ イ ） 30,031 



ヽ ゞ

（その 7)

(7)寄附の内訳 寄附者の区分 1．個人

行番号
寄附者の氏名

金 額 年月日
住所（団体にあっては、主たる事務所の所在 職業（団体にあっては、代

備 考
（団体にあっては、その名称） 地） 表者の氏名）

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

ヽ
の 頁 の 小 計

゜
‘ 

そ の 他 の 寄 附 30,031 
合 計 30,031 



ヽ ヽ
その13)

3 支出項目別金額の内訳

(1)支出の総括表

項 目 金 額
備 考

本部又は支部に対して
供与した交付金に係る支出

1 経 常 経 費

(1)人 件 費

゜ ゜(2)光 熱 水 費

゜ ゜(3)備 品 ． 消耗品費

゜ ゜(4)事 務 所 費 40,000 

゜小 計 40,000 

゜2 政 治 活 動 費

(1)組 織 活 動 費

゜ ゜(2)選 挙 関 係 費

゜ ゜(3)機関紙誌の発行その他の事業費

゜ ゜ア 機 関 紙 誌 の 発 行 事 業 費

゜ ゜イ 宣 伝 事 業 費

゜ ゜ウ政治資金パーティー開催事業費

゜ ゜工その他の事業費

゜ ゜(4)調 査 研 究 費

゜ ゜(5)寄 附 ． 交 付 金 6,956,994 

゜(6)そ の 他 の 経 費

゜ ゜小 計 6,956,994 

゜ムロ 計 6,996,994 



ノヽ ヽ
（その14)

(2)経常経喪（人件費を除く。）の内訳 項 目 別 区 分 4. 事務所費

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所（団体にあっては、主

備考（団体にあっては、その名称） たる事務所の所在地）

1 政治資金監査報酬 40,000 R6/5/15 鈴木得郎 磐田市見付2298-11

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

彎

の 頁 の 小 計 40,000 ‘一

そ の 他 の 支 出

゜合 計 40,000 



ヽ ‘‘/ 
（その15)

(3)政治活動費の内訳
8. 寄附・交付金

項 目 別 区 分
寄付金

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名 支出を受けた者霜所（団体にあっては、主

備 考（団体にあっては、その名称） たる 所の所在地）

1 寄附金 4,000,000 R6/4/15 部目田民王党静岡県第三選挙区支 磐田市見付5738-13

2 寄附金 2,956,994 R6/5/13 部自由民主党静岡県第二選挙区支 磐田市見付5738-13

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

｀ 
の頁の小計 6,956,994 ‘一

その他の支出

゜合 計 6,956,994 



（その17)

1 資産等の総括表

資 産 等 の 状J況

資 産 等 の 有 無

資 産 等 の 項 目 別区分 有 無 備 考

ア 土 地 口 ビl

イ 建 物 口 回

ウ 建惣少所直生且的上主ゑ拙上権又は土地竺賃借撞 口 回

工 取 癌 少 価 額 企 凶9亙巴生超えゑ動産 口 回

ォ 預 金 し 笠 通 預 傘 及 迂 当 座 預 金 生 除 ＄ "-2 ロ 回
又筵腔傘（競通腔傘生除＄ ←） 

力 金 銭 値 註 口 回

キ宜 価 証 登 口 巨l

ク 出 資 に よ ゑ 権 利 口 回

ケ貸位年こ上少残高企坦9互巴生超えゑ貸位金 口 回

コ 玄払ね払迄金額企lQQ互円生超よゑ敷金 口 回

サ 取得の価頗が100万巴を超える施設の利用に関丈る権 ロ 回
利

シ借入生二上少残班企凶〇互日生超土五僅入金 口 回



（その20)
） 宣 臨

芦
書J 

添付書類（別添のとおり）

ロ 1 領収書等の写し

□ 2 監査意見書（政党及び政治資金団体に限る。）

回 3 政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体に限る。）

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

令和6年 11月 7日

政治団体の名称 金鶏の会

会計責任者の氏名 宮澤 博1翡巖
代表者の氏名 （代表者については解散時のみ記入すること）

言汗碍渇皇



政
治

資
金

監
査

報
告

書

令
和

6
年

1
1
月

5
日

金
鶏
の
会

代
表

者
宮

澤
博

行
殿

登
録
政
治
資
金
監
査
人

登
録

番
号

研
修
修
了
年
月
日

虐
尋

砕
第

3
6

 9
 6

号

平
成

2
2
年

6
月

2
4

日

、ノ

、ノ

1
.
監
査
の
概
要

(1) 
私
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

19
条
の

13
第

1
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

金
親
の
会
の
令
和

6
年
に
係
る
第

1
7
条
第

1
項
に
規
定
す
る
収
支
報
告
書
の
す
べ
て
の
期
間
を
対
象

と
し

て
、

当
該

収
支

報
告

書
並

び
に

当
該

収
支

報
告

書
に

係
る

会
計

帳
簿

、
明

細
書

、
領

収
書

等
、

領

収
書

等
を

徴
し

難
か

っ
た

支
出

の
明

細
書

、
振

込
明

細
書

及
び

振
込

明
細

書
に

係
る

支
出

目
的

書
（

支

出
の

目
的

が
記

載
さ

れ
た

振
込

明
細

書
の

写
し

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

に
つ

い
て

、
支

出
に

関
す

る

政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
。

(2) 
こ
の
政
治
資
金
監
査
は
、
法
第

19
条
の

13
第

2
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
政
治
資
金
適
正
化
委

員
会
が
定
め
る
「
政
治
資
金
監
査
に
関
す
る
具
体
的
な
指
針
」
（
以
下
「
政
治
資
金
監
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

と
い
う
。
）
に
基
づ
き
行
っ
た
。

(3) 
私

の
責

任
は

、
外

部
性

を
有

す
る

第
三

者
と

し
て

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
の

会
計

責
任

者
の

作

成
又
は
徴
取
し
た
収
支
報
告
書
並
び
に
当
該
収
支
報
告
書
に
係
る
会
計
帳
緒
、
明
細
書
、
領
収
書
等
、

領
収

書
等

を
徴

し
難

か
っ

た
支

出
の

明
細

書
、

振
込

明
細

書
及

び
振

込
明

細
書

に
係

る
支

出
目

的
奮

に

つ
い

て
、

政
治

資
金

監
査

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

き
政

治
資

金
監

査
を

行
っ

た
結

果
を

報
告

す
る

こ
と

に

あ
る
。

(4) 
こ
の
政
治
資
金
監
査
は
、
金
鶏
の
会
の
主
た
る
事
務
所
に
お
い
て
行
っ
た
。

2.
監

査
の

結
果

私
が
実
施
し
た
政
治
資
金
監
査
の
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

(1) 
法
第

19
条
の

13
第

2
項
第

1
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
会
計
帳
簿
、
領
収
書
等
が
保
存
さ

れ
て
い
た
。

な
お
、
明
細
書
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
、
振
込
明
細
害
及
び
振
込
明
細
書
に

係
る

支
出

目
的

書
を

必
要

と
す

る
支

出
は

な
く

、
明

細
書

、
領

収
書

等
を

徴
し

難
か

っ
た

支
出

の
明

細

奮
、
振
込
明
細
書
及
び
振
込
明
細
書
に
係
る
支
出
目
的
書
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

(2) 
法
第

19
条
の

13
第

2
項
第

2
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
会
計
帳
簿
に
は
、
当
該
国
会
巖
員

関
係

政
治

団
体

に
係

る
そ

の
年

に
お

け
る

支
出

の
状

況
が

記
載

さ
れ

、
か

つ
、

当
該

国
会

議
員

関
係

政

治
団
体
の
会
計
責
任
者
が
当
該
会
計
帳
癖
を
備
え
て
い
た
。

(3) 
法
第

19
条
の

13
第

2
項
第

3
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
法
第

1
7
条
第

1
項
に
規
定
す
る
収

支
報
告
書
は
、
会
計
帳
簿
、
領
収
書
等
に
基
づ
い
て
支
出
の
状
況
が
表
示
さ
れ
て
い
た
。

(4) 
法
第

19
条
の

13
第

2
項
第

4
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出



の
明
細
書
及
び
振
込
明
細
書
に
係
る
支
出
目
的
書
は
、
存
在
し
な
か
っ
た
。

3.
業

務
制

限

金
鶏

の
会

と
私

と
の

間
に

は
、

法
第

19
条
の

1
3
第

5
項
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
は
な
い
。

以
上

9
)
 

） 


